
行政文書開示請求 電子申請マニュアル 

１ 利用者登録 

 

行政文書の開示請求手続きには、利用者登録が必要となります。 

利用者登録がお済みでない方は、「利用者登録」ボタンから利用者登録を行ってください。 

利用者登録の手続きに関しては、電子申請・届出サービスのヘルプ（index (e-tumo.jp)）を

参照してください。 

 

２ 手続きの選択 

 

検索キーワード欄に「開示請求」と入力し「絞り込みで検索する」ボタンをクリックします。 

 

  

https://apply.e-tumo.jp/help/PREFIT/


 

手続き一覧から「行政文書開示請求書」ボタンをクリックします。 

 

３ 手続き説明 

 



 

説明、利用規約を確認して、「同意する」ボタンをクリックします。 

 

４ 請求書の記載 

 

①  

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



 

以下の項目を記載又はプルダウンから選択し、「確認へ進む」ボタンをクリックします。 

① 請求年月日 

② 請求の相手方 

③ 開示請求者の住所又は居所 

④ 開示請求者の氏名又は名称（法人その他の団体の場合は、名称及び代表者の氏名） 

⑤ 開示請求者の連絡先 

⑥ 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 

⑦ 開示の実施の方法 

 

５ 申込確認 

 

⑦ 



 

申込内容を確認し、問題がなければ「申込む」ボタンをクリックして申込を完了させます。 

申込が完了すると利用者登録時に登録したメールアドレスに「申込完了通知メール」が送信

されます。 


